
川崎市外で予防接種を受ける際の申請フロー

手順１．川崎市へ、予防接種依頼書の交付申請

・申請方法は市ホームページをご確認ください。

手順２．川崎市から、申請者様へ書類の送付

●送付されてくるもの

・予防接種依頼書

・接種費用の払い戻し方法が記載された書類

手順３．医療機関にて予防接種

・市から接種券の発行はありません。

個別に医療機関に予約を取り、接種ください。

・接種の際、「予防接種依頼書」を医療機関に

提出してください。

・接種費用の払い戻しを受ける場合は、予診票の写し

及び領収証が必要となりますので、必ず医療機関か

ら受領するようお願いいたします。

手順４．川崎市へ、接種費用の払い戻しの申請

・申請方法は、手順２の際に川崎市から送付された

書類をご確認ください。

手順５．川崎市からの入金

・手順４の申請を川崎市で受理後、内容等に不備がなけ

れば指定の口座に入金いたします。

市外で定期接種を受けるご本人様
（代理申請可能）

川崎市
※市役所での窓口対応はしておりません
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